
希望により、団体・企業などを明記した
掲示板を設置します。

団体、企業などと市役所はそれぞれの
役割を確認し、合意書を取り交わします。

道路、公園などの
公共施設

仕 組 み と 流 れ

市
役
所

団
体
・
企
業
な
ど

1合意

4活動報告（年度末）

2美化活動の支援

3美化活動

団体・企業などと市役所は
それぞれの役割を確認し、
合意書を取り交わします。

・物品の支給
・ごみの収集
・標示板の設置

希望により、団体・企業などを明
記した標示板を設置します。

団体・企業などの名称
この道路は私たちが清掃しています。

■
対
象

　

定
期
的
に
市
の
公
共
施
設
の

美
化
活
動
を
行
っ
て
い
る
、
ま

た
は
行
う
予
定
の
あ
る
団
体
・

企
業
な
ど

■
支
援
内
容

○
清
掃
用
品
の
支
給

○
活
動
で
出
た
ご
み
の
収
集

○
活
動
区
域
内
へ
の
団
体
・
企

　

業
名
な
ど
が
入
っ
た
標
示
板

　

の
設
置

■
参
加
方
法

　

活
動
届
出
書
（
市
民
協
働
課

で
配
布
、
ま
た
は
市
ウ
ェ
ブ
サ

イ
ト
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）

に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
市
民

協
働
課
ま
で
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。

　

み
ん
な
で
き
れ
い
な
ま
ち
づ
く
り
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ふ
じ
ク
リ
ー
ン
パ
ー
ト
ナ
ー

　

市
は
、
平
成
18
年
か
ら
、
市
民
の
皆
さ
ん
と
役
割

を
分
担
し
、
協
力
し
て
美
化
活
動
を
進
め
る
「
ふ
じ

ク
リ
ー
ン
パ
ー
ト
ナ
ー
」
事
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

皆
さ
ん
も
「
ふ
じ
ク
リ
ー
ン
パ
ー
ト
ナ
ー
」
で
き

れ
い
な
ま
ち
づ
く
り
を
始
め
ま
せ
ん
か
？

個人住民税の給与天引きを初めて行う事業主の皆さんへ

問い合わせ　市民税課 155-2734 553-0974

●開催日
●開催時間

●会場

5月28日（月）
午前の部／10:00〜11:30（  9:30開場）
午後の部／13:30〜15:00（13:00開場）
※終了時間は目安ですので、多少前後する
　場合があります。
消防防災庁舎７階大会議室★静岡県と県内市町では、個人住民税特別徴収義務者の

　指定を推進するため、昨年度までは特別徴収義務者で
　なかった事業主の皆さんも、今年度から特別徴収義務
　者として指定されます。

募集

「
ふ
じ
ク
リ
ー
ン
パ
ー
ト
ナ
ー
」
と
は
？

　

団
体
・
企
業
の
皆
さ
ん
が
美
化
活
動
を
行
い
、
市
が

清
掃
用
品
の
支
給
や
ご
み
の
収
集
な
ど
の
支
援
を
す
る

こ
と
で
、
役
割
を
分
担
し
な
が
ら
一
緒
に
道
路
や
公
園

な
ど
の
公
共
施
設
を
き
れ
い
に
す
る
取
り
組
み
で
す
。

個人住民税特別徴収事務説明会開催

個人住民税の特別徴収事務説明会
●特別徴収とは　
　所得税の源泉徴収義務がある事業主は、従業員の住民
税を給与天引きして納入することが法令で義務付けられ
ています。この制度を特別徴収と言います。
●特別徴収義務者の指定
　地方税法の規定により、所得税の源泉徴収義務がある
事業主は、市町から特別徴収義務者に指定されます。

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
／
市
民
協
働
課
（
市
役
所
３
階
）
1（
55
）2
7
0
1　

5（
53
）6
6
6
3　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Asi-kyoudou@
div.city.fuji.shizuoka.jp

　6月から原則すべての事業所で個人住民税の給与天引き（特別徴収）が
始まります。
　市は、今年度特別徴収義務者として指定された事業主の皆さんが、具体
的にどのような事務を行うか説明会を開催します。ぜひご参加ください。

◆ 平成23年度以前に特別徴収義務者に指定されている
　 事業主の皆さんも参加できます。


